
公益社団法人埼玉県農林公社

（埼玉県農地中間管理機構）

理 事 長　 持田　孝史    様

（１）所有権移転(相続)している場合

（２）所有権移転(相続)予定の場合

【(1)相続手続き完了　・　(2)相続手続き未了】 ※左のいずれかに○印をしてください。

【新所有者　・代表相続人】 住所 行田市真名板１９７５番１

 (被相続人との続柄：長男 ）

氏名 埼玉　太郎 ㊞

電話番号 048-558-3555

　農地中間管理事業で公益社団法人埼玉県農林公社に、農地を貸し付けている貸付人

が所有権を移転(相続)したことにより{ 新所有者・代表相続人 }として公社への貸付

契約を継続しますので届け出ます。

　尚、この届出に関して疑義が生じた場合であっても貴公社に対して一切ご迷惑をお

かけしないことをお約束します。

（３）住所、氏名(名字)、連絡先等に変更がある場合

【変更後の所有者の内容】 住所

氏名 ㊞

電話番号

0101-00000

契約内容変更届出書

令和　　年　　月　　日

↕　該当するいずれかへ、ご記入、ご捺印ください。

＜記　入　例＞
K-12345

様式1

（例）相続登記が完了している場合

ご記入日


